
港

区

暴

力

団

排

除

条

例

 

 
右

の

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

六

月

五

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

兼

賛

成

者 
 

 

議

員 

う

ど

う 
 

巧 
 

同 
 

益 

満 

寛 

志

 

同 
 

錦 

織 

淳 

二

 

同 
 

榎 

本 
 

茂 
 

港

区

議

会

議

長 

様

 

  
 

 

港

区

暴

力

団

排

除

条

例

 

（

目

的

）

 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

港

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

に

お

け

る

暴

力

団

排

除

活

動

に

関

し

、

基

本

理

念

を

定

め

、

区

、

区

民

及

び

事

業

者

の

責

務

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

暴

力

団

排

除

活

動

を

推

進

す

る

た

め

の

措

置

等

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

区

民

の

安

全

で

平

穏

な

生

活

を

確

保

し

、

及

び

事

業

活

動

の

健

全

な

発

展

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ



ろ

に

よ

る

。

 

 
一 

暴

力

団 

暴

力

団

員

に

よ

る

不

当

な

行

為

の

防

止

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

七

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

を

い

う

。

 

 

二 

暴

力

団

員 

法

第

二

条

第

六

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

員

を

い

う

。

 

 

三 

暴

力

団

関

係

者 

暴

力

団

員

又

は

暴

力

団

若

し

く

は

暴

力

団

員

と

密

接

な

関

係

を

有

す

る

者

を

い

う

。

 

 

四 

事

業

者 

事

業

活

動

（

そ

の

準

備

行

為

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

を

行

う

法

人

そ

の

他

の

団

体

及

び

個

人

を

い

う

。

 

 

五 

青

少

年 

十

八

歳

未

満

の

者

を

い

う

。

 

 

六 

暴

力

団

排

除

活

動 

次

条

に

規

定

す

る

基

本

理

念

に

基

づ

き

、

暴

力

団

員

に

よ

る

不

当

な

行

為

を

防

止

 

し

、

及

び

こ

れ

に

よ

り

区

民

の

生

活

又

は

区

の

区

域

内

（

以

下

「

区

内

」

と

い

う

。

）

に

お

け

る

事

業

活

動

に

生

じ

た

不

当

な

影

響

を

排

除

す

る

た

め

の

活

動

を

い

う

。

 

 

七 

共

同

住

宅

等

所

有

者

等 

区

内

に

所

在

す

る

店

舗

、

事

務

所

及

び

共

同

住

宅

（

以

下

「

共

同

住

宅

等

」

と

い

う

。

）

を

所

有

す

る

者

並

び

に

区

内

に

所

在

す

る

共

同

住

宅

等

の

管

理

及

び

運

営

を

行

う

者

を

い

う

。

 

（

基

本

理

念

）

 

第

三

条 

暴

力

団

排

除

活

動

は

、

暴

力

団

が

区

民

の

生

活

及

び

区

内

の

事

業

活

動

に

不

当

な

影

響

を

与

え

る

存

在

で

あ

る

と

の

認

識

の

下

、

暴

力

団

と

交

際

し

な

い

こ

と

、

暴

力

団

を

恐

れ

な

い

こ

と

、

暴

力

団

に

資

金

を

提

供

し

な

い

こ

と

及

び

暴

力

団

を

利

用

し

な

い

こ

と

を

基

本

と

し

て

、

区

、

区

民

、

事

業

者

、

警

察

そ

の

他



関

係

機

関

と

の

連

携

及

び

協

力

に

よ

り

推

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 
（

適

用

上

の

注

意

）

 

第

四

条 
こ

の

条

例

の

適

用

に

当

た

っ

て

は

、

区

民

及

び

事

業

者

の

権

利

を

不

当

に

侵

害

し

な

い

よ

う

に

留

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

区

の

責

務

）

 

第

五

条 

区

は

、

区

民

及

び

事

業

者

の

協

力

を

得

る

と

と

も

に

、

警

察

そ

の

他

関

係

機

関

及

び

公

益

財

団

法

人

暴

力

団

追

放

運

動

推

進

都

民

セ

ン

タ

ー

（

東

京

都

公

安

委

員

会

か

ら

法

第

三

十

二

条

の

三

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

東

京

都

暴

力

追

放

運

動

推

進

セ

ン

タ

ー

と

し

て

指

定

を

受

け

た

者

。

以

下

「

暴

追

都

民

セ

ン

タ

ー

」

と

い

う

。

）

そ

の

他

暴

力

団

排

除

活

動

の

推

進

を

目

的

と

す

る

団

体

と

の

連

携

を

図

り

な

が

ら

、

暴

力

団

排

除

活

動

に

関

す

る

施

策

を

推

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

区

の

行

政

対

象

暴

力

に

対

す

る

措

置

）

 

第

六

条 

区

は

、

法

第

九

条

第

二

十

一

号

か

ら

第

二

十

七

号

ま

で

に

掲

げ

る

行

為

（

同

条

第

二

十

五

号

に

掲

げ

る

行

為

を

除

く

。

）

そ

の

他

の

行

政

対

象

暴

力

（

暴

力

団

関

係

者

が

、

不

正

な

利

益

を

得

る

目

的

で

、

区

又

は

区

の

職

員

を

対

象

と

し

て

行

う

違

法

又

は

不

当

な

行

為

を

い

う

。

）

を

防

止

し

、

区

の

職

員

の

安

全

及

び

公

務

の

適

正

か

つ

円

滑

な

執

行

を

確

保

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

（

区

の

事

務

事

業

に

係

る

暴

力

団

排

除

措

置

）

 

第

七

条 

区

は

、

公

共

工

事

そ

の

他

の

事

務

又

は

事

業

に

よ

り

、

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

暴

力

団

の



運

営

に

資

す

る

こ

と

と

な

ら

な

い

よ

う

、

区

が

締

結

す

る

売

買

、

賃

借

、

請

負

そ

の

他

の

契

約

（

以

下

「

区

の

契

約

」

と

い

う

。

）

及

び

公

共

工

事

に

お

け

る

区

の

契

約

の

相

手

方

と

下

請

人

と

の

契

約

等

区

の

事

務

又

は

事

業

の

実

施

の

た

め

に

必

要

な

区

の

契

約

に

関

連

す

る

契

約

（

以

下

「

関

連

契

約

」

と

い

う

。

）

に

関

し

、

当

該

区

の

契

約

の

相

手

方

、

代

理

又

は

媒

介

を

す

る

者

そ

の

他

の

関

係

者

が

暴

力

団

関

係

者

で

な

い

こ

と

を

確

認

す

る

な

ど

、

暴

力

団

関

係

者

の

関

与

を

防

止

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

区

は

、

区

の

契

約

を

書

面

に

よ

り

締

結

す

る

場

合

に

は

、

次

に

掲

げ

る

内

容

の

特

約

を

契

約

書

そ

の

他

の

書

面

に

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一 

当

該

区

の

契

約

の

相

手

方

又

は

代

理

若

し

く

は

媒

介

を

す

る

者

が

暴

力

団

関

係

者

で

あ

る

こ

と

が

判

明

し

た

場

合

に

は

、

区

は

催

告

す

る

こ

と

な

く

当

該

区

の

契

約

を

解

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

 
 

二 

関

連

契

約

の

当

事

者

又

は

代

理

若

し

く

は

媒

介

を

す

る

者

が

暴

力

団

関

係

者

で

あ

る

こ

と

が

判

明

し

た

場

合

に

は

、

区

は

当

該

区

の

契

約

の

相

手

方

に

対

し

、

当

該

関

連

契

約

の

解

除

そ

の

他

の

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。
 

 

三 

前

号

の

規

定

に

よ

り

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

求

め

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

区

の

契

約

の

相

手

方

が

正

当

な

理

由

な

く

こ

れ

を

拒

否

し

た

場

合

に

は

、

区

は

当

該

相

手

方

を

区

の

契

約

に

関

与

さ

せ

な

い

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

 
 

３ 

区

は

、

前

項

第

一

号

に

掲

げ

る

内

容

の

特

約

を

定

め

た

区

の

契

約

の

相

手

方

又

は

代

理

若

し

く

は

媒

介

を

す

る

者

が

暴

力

団

関

係

者

で

あ

る

こ

と

が

判

明

し

た

場

合

に

は

、

当

該

区

の

契

約

を

解

除

す

る

よ

う

努

め

る



と

と

も

に

、

当

該

相

手

方

を

区

の

契

約

に

関

与

さ

せ

な

い

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

４ 
区

は

、

第

二

項

第

二

号

及

び

第

三

号

に

掲

げ

る

内

容

の

特

約

を

定

め

た

区

の

契

約

に

係

る

関

連

契

約

の

当

事

者

又

は

代

理

若

し

く

は

媒

介

を

す

る

者

が

暴

力

団

関

係

者

で

あ

る

こ

と

が

判

明

し

た

場

合

に

は

、

当

該

区

の

契

約

の

相

手

方

に

対

し

、

当

該

関

連

契

約

の

解

除

そ

の

他

の

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

求

め

る

と

と

も

に

、

当

該

相

手

方

が

正

当

な

理

由

な

く

こ

れ

を

拒

否

し

た

と

き

は

、

当

該

相

手

方

を

区

の

契

約

に

関

与

さ

せ

な

い

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

５ 

区

は

、

前

二

項

に

規

定

す

る

措

置

を

講

じ

た

場

合

に

は

、

当

該

措

置

の

理

由

、

期

間

等

を

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

区

が

設

置

す

る

公

の

施

設

に

お

け

る

措

置

）

 

第

八

条 

区

長

若

し

く

は

教

育

委

員

会

又

は

指

定

管

理

者

（

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

 

 

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

指

定

管

理

者

で

区

が

設

置

す

る

公

の

施

設

を

管

理

す

る

者

を

い

う

。

）

は

、

公

の

施

設

の

使

用

が

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

暴

力

団

の

運

営

に

資

す

る

こ

と

と

な

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

公

の

施

設

の

使

用

又

は

利

用

の

承

認

（

以

下

「

承

認

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

定

め

る

他

の

条

例

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

承

認

を

せ

ず

、

又

は

承

認

を

取

り

消

す

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

広

報

及

び

啓

発

）

 

第

九

条 

区

は

、

区

民

及

び

事

業

者

が

暴

力

団

排

除

活

動

の

重

要

性

に

つ

い

て

理

解

を

深

め

る

こ

と

に

よ

り

暴

力

団

排

除

活

動

の

気

運

が

醸

成

さ

れ

る

よ

う

、

警

察

、

暴

追

都

民

セ

ン

タ

ー

等

と

連

携

し

、

広

報

及

び

啓

発

）

 



を

行

う

も

の

と

す

る

。

 
（

区

民

及

び

事

業

者

に

対

す

る

支

援

）

 

第

十

条 
区

は

、

区

民

及

び

事

業

者

が

暴

力

団

排

除

活

動

に

自

主

的

に

、

か

つ

、

相

互

に

連

携

し

て

取

り

組

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

警

察

、

暴

追

都

民

セ

ン

タ

ー

等

と

連

携

し

、

区

民

及

び

事

業

者

に

対

し

、

情

報

の

提

供

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

支

援

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

（

青

少

年

の

教

育

等

に

対

す

る

支

援

）

 

第

十

一

条 

区

は

、

青

少

年

の

教

育

又

は

育

成

に

携

わ

る

者

が

、

青

少

年

に

対

し

、

暴

力

団

に

加

入

す

る

こ

と

及

び

暴

力

団

員

に

よ

る

犯

罪

の

被

害

を

受

け

る

こ

と

の

な

い

よ

う

、

指

導

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

措

置

を

円

滑

に

講

ず

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

警

察

、

暴

追

都

民

セ

ン

タ

ー

等

と

連

携

し

、

区

の

職

員

の

派

遣

、

情

報

の

提

供

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

支

援

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

（

区

民

及

び

事

業

者

の

責

務

）

 

第

十

二

条 

区

民

及

び

事

業

者

は

、

第

三

条

に

規

定

す

る

基

本

理

念

に

基

づ

き

、

次

に

掲

げ

る

行

為

を

行

う

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一 

暴

力

団

排

除

活

動

に

資

す

る

と

認

め

ら

れ

る

情

報

を

知

っ

た

場

合

に

は

、

警

察

、

暴

追

都

民

セ

ン

タ

ー

等

に

当

該

情

報

を

提

供

す

る

こ

と

。

 

 

二 

区

が

実

施

す

る

暴

力

団

排

除

活

動

に

関

す

る

施

策

に

参

画

又

は

協

力

す

る

こ

と

。

 

 

三 

暴

力

団

排

除

活

動

に

自

主

的

に

、

か

つ

、

相

互

に

連

携

し

て

取

り

組

む

こ

と

。

 



（

共

同

住

宅

等

所

有

者

等

の

責

務

）

 
 

第

十

三

条 

共

同

住

宅

等

所

有

者

等

は

、

区

内

に

所

在

す

る

共

同

住

宅

等

の

譲

渡

又

は

貸

付

け

（

以

下

「

譲

渡

等

」

と

い

う

。

）

に

当

た

っ

て

は

、

暴

力

団

及

び

暴

力

団

員

並

び

に

暴

力

、

威

力

又

は

詐

欺

的

手

法

を

駆

使

し

て

経

済

的

利

益

を

追

求

す

る

集

団

又

は

個

人

（

以

下

「

暴

力

団

等

」

と

い

う

。

）

に

居

住

又

は

使

用

さ

せ

な

い

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

２ 

共

同

住

宅

等

所

有

者

等

は

、

区

内

に

所

在

す

る

共

同

住

宅

等

に

関

し

て

、

暴

力

団

排

除

活

動

に

資

す

る

と

認

め

ら

れ

る

情

報

を

知

っ

た

場

合

に

は

、

警

察

、

暴

追

都

民

セ

ン

タ

ー

等

に

当

該

情

報

を

提

供

す

る

と

と

も

に

、

積

極

的

な

暴

力

団

排

除

活

動

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

３ 

共

同

住

宅

等

所

有

者

等

は

、

区

内

に

所

在

す

る

共

同

住

宅

等

の

譲

渡

等

に

当

た

っ

て

は

、

次

に

掲

げ

る

内

容

を

含

め

た

契

約

を

締

結

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一 

契

約

締

結

後

に

、

契

約

相

手

方

又

は

入

居

者

が

暴

力

団

等

で

あ

る

こ

と

が

判

明

し

た

と

き

、

又

は

共

同

住

宅

等

の

専

有

部

分

に

暴

力

団

の

名

称

、

活

動

等

に

関

す

る

看

板

、

表

札

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

物

を

掲

示

し

た

と

き

、

若

し

く

は

暴

力

団

等

を

反

復

し

て

出

入

り

さ

せ

る

行

為

を

行

っ

た

こ

と

が

判

明

し

た

と

き

は

、

催

告

を

要

せ

ず

に

当

該

契

約

を

解

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

 
 

二 

契

約

締

結

後

に

、

共

同

住

宅

等

の

専

有

部

分

が

暴

力

団

等

の

関

与

す

る

犯

罪

に

用

い

ら

れ

た

と

き

は

、

催

告

を

要

せ

ず

に

当

該

契

約

を

解

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

 
 

三 

契

約

締

結

後

に

、

暴

力

団

員

の

不

法

行

為

に

よ

り

損

害

を

被

っ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

暴

力

団

員



が

所

属

す

る

上

部

団

体

組

織

に

対

し

、

民

法

（

明

治

二

十

九

年

法

律

第

八

十

九

号

）

第

七

百

十

五

条

第

一

項

に

定

め

る

使

用

者

責

任

を

求

め

る

こ

と

が

あ

り

う

る

こ

と

。

 

（

委

任

）
 

第

十

四

条 
こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

区

長

が

別

に

定

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 


